
議会ＩＣＴ化に向けた今後の進め方について 

議会改革推進会議 

１ 執行機関側の動向 

（１）執行機関側への申入れに関して 

 ６月定例会の議会運営委員会の報告内容をもとに、執行機関側へ共同研究の申入れを行

った。執行機関側も関係部署による作業部会を設置して検討を進める方針。特に、行財政

改革としてペーパーレス化を推進したい考え。 

 

（２）コロナウイルス感染拡大を見据えた早急な対策 

 執行機関側では、コロナウイルス感染拡大の第２波、第３波の発生や有事における市役

所機能の維持・継続の必要から、自治振興センターを拠点とした情報のやり取り、さらに

は、今後の職員のテレワークを見据えて、ＩＣＴ環境整備を急ぐ方針。コロナウイルス対

策に関する特別交付金を活用して、ハードウェアを中心に早急に整備するため、予算措置

の必要から、補正予算を９月定例会へ上程する予定。 

議会・議員活動、議会機能の維持・継続も、市役所機能の維持・継続と同様に重要であ

ることから、議会としても端末等の導入について同じ時期に意思決定をされるよう打診が

あった。 

 

２ 議会改革推進会議において検討を進めるうえでの考え方 

 コロナウイルス感染拡大の第２波、第３波の発生や有事においても、議会・議員活動、議

会機能を維持・継続する必要があり、そのためにＩＣＴを活用していくことは、これまで議

会改革推進会議で検討してきた議会ＩＣＴ化の目的と整合する。 

議会ＩＣＴ化の目的である「議会機能の強化」を進めるうえでは、議会機能に応じた端末

やシステムについて、その活用などを総体的かつ十分に検討していく必要がある。しかしな

がら、コロナウイルス感染拡大を見据えたとき、議会議員活動等の維持・継続するためにも、

議会におけるＷｅｂ会議システムの早期導入、オンライン会議の実現に向けた早急な取り組

みが重要であるとともに、財源・予算措置の観点からも、早急に議会として意思決定をして

いくことが望ましいと考える。 

今回の予算措置は、ペーパーレス会議システムなど主要なシステムは除いた、端末などの

ハードウェアに限定したい考え。ただし、その端末等のスペックなどについては、今後のシ

ステム等の導入を見据えて過不足のないようにしていく必要がある。 

 

３ 現状における主な目的別の端末等ハードウェアのスペックや選定基準等 

ア オンライン会議に必要となるハードウェアは、ＰＣ、モニター（ディスプレイ）、Ｗｅ

ｂカメラ、マイク等の各単体、タブレット型あるいはノートＰＣなどの端末にカメラや

マイク機能を内蔵されていれば、端末のみで十分。 

イ 議員のＩＣＴ環境について現況調査したところ、概ね自宅に Wi-Fi 環境があることか
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ら、Wi-Fi モデルで十分。Wi-Fi 環境が無い議員に対しては、ルーターの貸出し等のサポ

ートしていくことがコスト的にも有利。 

ウ ペーパーレス会議システムを今後に導入して運用していくとき、議場や委員会室の机

上といった限られたスペースにおける使用や持ち運び、議案や資料のなどの視認性から

も画面は大きい（Ａ４サイズ相当）ほうが良い。また、メモなどの書き込みができるよ

うに、専用ペンもあると良い。メモ等の記録のため 64GB 以上の容量が必要。議場や委員

会室での使用などから考えると、スタンドやキーボードも必要になるだろうが、これら

については、システム導入に合わせた運用など点から別途検討。 

エ 以上のことから、端末等については、タブレット型、Ａ４サイズ程度の画面、Wi-Fi モ

デル、専用ペン付き、64GB 以上の機種。現行のものでは、iPad-pro を想定。＊具体的な

機種の決定は現時点ではできない。 

オ また、台数については、各議員１台の 23 台と事務局の合計 30 台程度を議会としては

整備したい。 

 

４ 上記２、３を進めていくための各会派における確認事項 

 議会ＩＣＴ化に向けた端末やシステムの導入に関しては、既に議会として方向性を確認し

てきているところであるが、予算措置が必要なことから、以下の２点について議会として意

思決定したく、会派で確認されたい。 

（１）端末等ハードウェアの導入に関して、９月補正予算において措置する。 

   ただし、ペーパーレス会議システムなどシステムに関しては、今後の検討。 

（２）端末のスペックや選定基準は、上記３の下線のとおりとして予算積算する。 

 

５ 今後の進め方、スケジュール 

７月 13 日(月) 議会改革推進会議 今後の進め方について協議・検討 

７月 20 日(月)まで 会派への確認 
確認状況等を事務局へご連絡ください。 

また、ご意見等がありましたら事務局へ。 

７月 21 日～22 日 
課題等生じた場合 

状況に応じて調整 

議会行政評価ステップ１の期間中 

基本的には正副委員長で対応 

７月 27 日(月) 議会改革推進会議 会派への確認状況まとめ 

７月 30 日 
議会運営委員会 

（臨時会告示議運） 

議会としての意思決定 

→市財政課へ９月補正予算措置を要求 

８月 25 日～ 
第３回定例会 

（９月議会） 
補正予算案審査 

 


